
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 

（平成 13 年６月 22 日法律第６５号 最終改正：平成 26 年６月 13 日法律第 69 号） 

 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画） 

第７条 都道府県又は政令で定める市（以下「都道府県知事等」という。）は、

廃棄物処理法第５条の５第１項に規定する廃棄物処理計画及びポリ塩化

ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域（都道府県にあって

は、当該都道府県内にある当該政令市で定める市の区域を除く。次項に

おいて同じ。）内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処

理に関する計画（以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」という。）

を定めなければならない。 

 

２ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従

い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実

かつ適正な処理に関し、次に掲げる次項を定めるものとする。 

  一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み 

  二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に

関する事項              

 

３ 都道府県等は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を定め、又はこれ

を変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならな

い。 

 


